
                    

                                    
                                        
 

制服選択の導入について 
 令和４年４月から制服についての規定を変更し，防犯，機能面（動きやすさや防寒対策等），多様性な

どに対応できるよう，制服選択の導入をすることにしました。制服についての規定の変更点には下記の

通りとなっております。 

 
【変 更 前】 
（ 身なり：服装 ）第４条  
（２）【男子制服】 
①冬服（10 月～5月） 
学校指定の紺ブレザー，ズボン，カッター，ベルト（黒又は茶で，巾 2.5～3cm） 

②夏服（6月～9月） 
学校指定の白半袖ポロシャツ（左袖刺繍），ズボン，ベルト（黒又は茶で，巾 2.5～3cm） 
【女子制服】 

①冬服（10 月～5月） 
学校指定の紺ブレザー，丸襟ブラウス，スカート（膝の中心から下 10cm 以内），リボン 

②夏服（6月～9月） 
  学校指定の白半袖ポロシャツ（左袖刺繍），スカート（膝の中心から下 10cm 以内） 

 
【変 更 後】 

（ 身なり：服装 ）第４条  
（２）【冬服（10 月～5月）】 
①学校指定の紺ブレザー，ズボン，カッター，ネクタイ，ベルト（黒又は茶で，巾 2.5～3cm） 
②学校指定の紺ブレザー，丸襟ブラウス，リボン，スカート（膝の中心から下 10cm 以内） 

（３）【夏服（6月～9月）】 
①学校指定の白半袖ポロシャツ（左袖刺繍），ズボン，ベルト（黒又は茶で，巾 2.5～3cm） 
②学校指定の白半袖ポロシャツ（左袖刺繍），スカート（膝の中心から下 10cm 以内） 

 

 従来の規定では，服装に関して【男子制服】と【女子制服】に分けていました。しかし，新

たな規定では，防犯，機能面（動きやすさや防寒対策等），多様性などの配慮から，すべての

生徒がより安全安心に学校生活を送るために，冬服，夏服ともに①・②の制服を選択できるよ

うにしました。 

 

導入は令和４年４月からとなります。必要に応じて各家庭で準備をお願いします。 

 

※気温や体調によって①・②の服装を着分けることも可能ですが，「ズボンとリボン」や「ス

カートとネクタイ」など，規定と異なる服装にならないように注意してください。 

 

疑問点，気になることがある場合は，中学校へ相談してください。 
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【販売店】 
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生徒指導便り 令 和 ４ 年 １ 月 ２ ４ 日 （ 月 ）  

尾道市立向島中学校 生徒指導部 


